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目的
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• 整備箇所（水辺の楽校周辺）において民間事業者等によ
り周辺地域の活性化や新たな水辺のにぎわい、憩いの
場を創出する可能性を検証することを目的とした社会実
験を行う。

• この取組みで住民ニーズの把握や営業活動の実態、条
件整理などを行い、今後の玉城町かわまちづくりの利活
用に反映する。また、新たな民間投資の創出による地域
活性化と河川管理の効率化の両立を実現する。

• かわまち登録に合わせて、都市・地域再生等利用区域
（河川のオープン化）にも登録されれば、占用更新期間の
延長や河川区域内での営利活動など様々な利活用が可
能となる（一部制約有）。



公募様式について
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•公募にあたり、使用者に対し「たまき水辺の楽校使用届」の
提出を求める。

•使用届の提出先は協議会、受付窓口は事務局とする。

•河川区域内での行為となるため、社会実験（イベント等）の
内容、安全（治水・交通・利用等）対策、責任の所在等につ
いて、玉城町役場建設課及び三重河川国道事務所で内容
の確認を行う。

•内容の確認に要する期間として、1週間程度を想定している。

（＝使用届の提出から受理まで1週間程度）



概要
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① 目的：p1参照

② 募集箇所：たまき水辺の楽校

③ 利用可能期間：R5.3.2～R5.9.30

④ 使用条件
・社会実験の目的に賛同する「企業」「団体」「個人」を
対象とする。
・利用後のアンケートやヒアリング等に協力すること。

⑤ 応募方法：持参、郵送、FAX、メール

⑥ 使用届記載内容：使用日時、実施内容、現地責任者、
参加人数、写真・イメージ図、ちらし



かわまちづくり計画書の全体構成（案）
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•第3回協議会で承認後、公募開始とする。
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